
 

上尾市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和８年４月２４日  

上尾市教育委員会  

教  育  長    西  倉   剛  

 

上尾市教育委員会規則第１１号  

   上尾市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則  

上尾市教育委員会事務局組織規則（平成５年上尾市教育委員会規則第３号

）の一部を次のように改正する。  

 第３条第２項の表部の部副参事の項の次に次のように加える。  

   法務監  上司の命を受け、上尾市教育委員会全体の法

務に関する事務を掌理する。  

   附  則  

 この規則は、令和８年５月１日から施行する。  


